
◎消防組織法の一部を改正する法律 
（平成一八年六月一四日法律第六四号）   

一、提案理由（平成一八年四月六日・参議院総務委員会） 

○国務大臣（竹中平蔵君） 消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、その提

案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 災害の多様化等に対応した市町村の消防の体制の整備及び確立を図るため、自主的な

市町村の消防の広域化を推進する等の必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 本法律案は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、消防庁長官が定める基

本指針、都道府県が定める推進計画及び広域化を行おうとする市町村が作成する広域消

防運営計画等について規定するほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、参議院総務委員長報告（平成一八年四月一二日） 

○世耕弘成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、災害の多様化等に対応した市町村の消防体制の整備及び確立を図るため、

自主的な市町村の消防の広域化を推進しようとするものであります。 

 委員会におきましては、地域の実情に応じた消防の広域化の在り方、広域化された消

防本部と市町村及び消防団等との連携、消防の広域化に伴う財政上の措置、認知症高齢

者グループホームの防火対策、新型インフルエンザに対する救急体制等について質疑が

行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川春子委員より反

対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年四月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。 

一、消防庁長官が定める基本指針に基づき、都道府県が消防広域化推進計画を策定する

に当たっては、基礎自治体である市町村がまずその任に当たる市町村消防の原則を維

持し、関係市町村等の意見を聴取するなど地域の実情を十分に踏まえ、市町村の自主

性を損なわないようにすること。 

二、市町村による広域消防運営計画の策定に当たっては、現場の消防職員に情報を開示

し、意見の反映が図られるよう指導すること。 



三、消防の広域化は、消防隊員等の増強、高度な消防資機材の整備、救急業務の専任化

等、質の高い消防防災サービスを提供できる体制を確立し、住民の安心・安全をより

充実するために行われるものであり、消防署の統廃合や消防職員の削減につながるこ

とのないよう、消防の広域化の趣旨を周知徹底すること。 

四、広域化された消防本部と市町村の防災部局との連携体制の確立を図るため、両者の

連携の重要性、具体的方策について、適宜情報提供等を行うこと。また、広域化され

た常備消防と地域に密着した消防防災活動を行っている消防団や自主防災組織との連

携強化を図ること。 

五、広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費につ

いては、人的・物的確保に支障が生ずることのないよう、地方債をはじめ、所要の十

分な財政的支援を講ずること。 

  右決議する。 

三、衆議院総務委員長報告（平成一八年六月六日） 

○中谷元君 ただいま議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案につきまし

て、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、災害の多様化等に対応した市町村の消防体制の整備及び確立を図るため、自

主的な市町村消防の広域化の推進等を行おうとするものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十三日本委員会に付託され、同月三十

日竹中総務大臣から提案理由の説明を聴取し、六月一日質疑を行い、討論、採決の結果、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月一日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。 

一 消防庁長官が定める基本指針に基づき、都道府県が消防広域化推進計画を策定する

に当たっては、市町村消防の原則を維持し、関係市町村等の意見を聴取するなど地域

の実情を十分に踏まえ、市町村の自主性を損なわないよう配慮すること。 

二 消防の広域化は、消防署の統廃合等を目的とするものではなく、消防隊員等の増強、

高度な消防資機材の整備、救急業務の専任化等、質の高い消防防災サービスを提供で

きる体制を確立し、住民の安心・安全をより充実するために行われるものであるとい

う、消防の広域化の趣旨の周知徹底を図ること。 

三 市町村による広域消防運営計画の策定に当たっては、現場の消防職員等に情報を開

示し、その意見の反映が図られるよう指導すること。 

四 広域化された消防本部と市町村の防災部局との十分な連携体制の確立を図るため、

両者の連携の重要性、具体的方策について、適宜適切な情報提供等を行うこと。また、

広域化された常備消防と地域に密着した消防防災活動を行っている消防団や自主防災



組織との連携強化を図るため具体策を講ずること。 

五 広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費につ

いて十分な財政的支援を講ずること。 

 


